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特定事業の選定 

（仮称）仙台市新野村学校給食センター整備事業 

 
民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律（平成11年法律第117号）

第6条の規定に基づき、（仮称）仙台市新野村学校給食センター整備事業を特定事業として選定

しましたので、同法第8条の規定により、特定事業の選定における評価結果を公表します。 

 

１ 事業概要 

（仮称）仙台市新野村学校給食センター整備事業（以下「本事業」という。）は、民間資金等の活

用による公共施設等の整備等の促進に関する法律（平成11年法律第117号。以下「ＰＦＩ法」と

いう。）に基づき、事業者が新たに（仮称）仙台市新野村学校給食センター施設（以下「本施設」と

いう。）を整備し、維持管理及び運営業務を実施することを事業の範囲とする。 

 

（１）施設整備概要  

事業予定地 仙台市泉区野村字筒岫81 ほか 

敷 地 面 積 14,495.77 ㎡ 

用途地域等 市街化調整区域（農業振興地域農用地区域除外済） 

建 ぺ い 率 60％ 

容 積 率 100％ 

防 火 地 域 指定なし 

主 要 施 設 学校給食センター
（供給能力：11,000 食／日(小学校：約7,000 食／

日、中学校：約4,000 食)） 

 

（２）事業期間 

本事業の事業期間は、事業契約締結日より平成35年3月31日までとする。 

 

（３）事業内容 

ＰＦＩ法に基づき、事業者が本施設の整備を行うとともに、これを保有し、事業期間終了時ま

で施設の維持管理及び運営を行うことを事業内容とする。 

本施設の所有権は、調理設備、什器、備品等と合せて事業者が保有し、事業期間終了後、これ

らを無償で本市に譲渡することにより本市に移転される。 

対象となる事業の範囲は、次のとおりとする。 

ア 本施設の整備業務 

 ・事前調査業務及びその関連業務（測量、地盤調査） 

 ・設計（敷地造成及び建物の基本・実施設計）業務 

 ・建設工事（開発行為による敷地造成工事を含む。）及びその関連業務に伴う各種申請等の業務 
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 ・工事監理業務 

 ・調理設備設置業務 

 ・運営備品（食器、食缶等本市が調達とするものを除く。）調達業務 

 ・配送車両調達業務 

 ・近隣対応・対策業務 

イ 本施設の維持管理業務 

 ・建物維持管理業務 

 ・建築設備維持管理業務 

 ・調理設備維持管理業務 

 ・清掃業務 

 ・植栽及び外構維持管理業務 

 ・警備業務 

 ・経常修繕業務 

 ・大規模修繕業務 

ウ 本施設の運営業務 

 ・給食調理業務 

 ・洗浄衛生管理業務 

 ・給食配送業務 

 ・残渣及び廃棄物処理業務 

 ・配送車両維持管理業務 

 エ 所有権移転業務 

オ その他 

   事業者の提案に基づく付帯事業 

 

（４）事業方式  

本事業の事業方式は、事業者がPFI 法に基づき、自らの資金で、本施設の整備、維持管理及び

運営を遂行し、事業期間終了後、事業者が本施設を本市に譲渡する方式（BOT: Build Operate 

Transfer）とする。 

 

（５）事業者の収入  

   本事業における事業者の収入は、次のとおりとする。 

・本市は、「（3）事業の内容」に示す事業者が実施する事業（事業者の提案に基づく付帯事

業を除く。）に対する対価（以下「サービス対価」という。）を、本施設の供用開始から事

業期間終了時までの間、年4回に分けて定期的に支払う。 

・サービス対価のうち維持管理及び運営業務に係る対価は、事業契約に定めるところにより、

提供食数に応じて変動する要素が含まれる。 

・本市は、事業者の提供するサービスが本市の要求水準を下回る場合には、サービスの対価

を減額することがある。 
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２ 本市が自ら事業を実施する場合とＰＦＩ方式により実施する場合の評価  

 

（１）コスト算出による定量的評価  

ア 算出に当たっての前提条件 

本事業において、本市が自ら実施する場合の財政負担額とＰＦＩ方式により実施する場合の財

政負担額の比較を行うにあたり、その前提条件を次のとおり設定した。 

なお、これらの前提条件は、本市が独自に設定したものであり、実際の入札参加者の提案内容

を制約するものではなく、また一致するものでもない。 

  本市が自ら実施する場合 ＰＦＩ方式により実施する場合 

 
 

項目 内容 

施設整備費 

事前調査、設計、建設工事、

工事監理、調理設備設置、

運営備品調達等 

維持管理費 

建物維持管理、建築設備維

持管理、調理設備維持管理、

清掃、警備、修繕等 

運営費 

給食調理、洗浄衛生管理、

給食配送、残渣及び廃棄物

処理等 

 

項目 内容 

施設整備費 

事前調査、設計、建設工事、

工事監理、調理設備設置、

運営備品調達、配送車両調

達等 

維持管理費 

建物維持管理、建築設備維

持管理、調理設備維持管理、

清掃、警備、修繕等 

運営費 

給食調理、洗浄衛生管理、

給食配送、残渣及び廃棄物

処理等 

その他の経費 SPC経費、開業費用等 

算定対象

とする主

な支出 

〔算定方法〕 

本市の既存学校給食センターの実績値

等を参考にして算定 

〔算定方法〕 

他事例の水準、聞き取り調査及び本市の

既存学校給食センターにおける調理業務

の民間委託の実績等を参考にして算定 

共通条件 

○ 設計・建設期間    事業契約締結日～平成20年2月末 

○ 運営業務準備期間   平成20年3月1日～平成20年3月末 

○ 維持管理・運営期間  平成20年4月1日～平成35年3月末 

○ 施設規模       供給能力：11,000 食 

○ インフレ率      0％ 

○ 割引率        4％（「公共事業評価の費用便益分析に関する技術指

針」国土交通省H16.2） 

資金調達

に関する

事項 

一般財源、補助金及び起債 〔民間事業者〕 

 ・自己資金（資本金） 

 ・市中銀行借入 

〔仙台市〕 

補助金及び起債 

支払方法

に関する

事項 

施設整備費は施設等の整備状況の進捗

に応じて支払い、維持管理、運営に係

る費用は、発生した時点で支払う。 

本市のＰＦＩサービス料のうち施設整備

の対価の一部を完成確認後に支払った

上、その余の支払額を毎年一定とするよ

う設定し、また、その他の業務の対価に

係る支払額を毎年食数に応じ調整するよ

う設定し支払う。 

イ 算出方法及び評価の結果 

上記の前提条件を基に、本市が自ら実施した場合の財政負担額とＰＦＩ方式により実施する場

合の財政負担額を事業期間中にわたり年度別に算出し、現在価値換算額で比較した。 

この結果、本事業を本市が自ら実施する場合に比べ、ＰＦＩ方式により実施する場合は、事業

期間中の財政負担額が約7.9％程度削減されるものと見込まれる。 
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（２）ＰＦＩ方式により実施することの定性的評価  

本事業においてＰＦＩ方式を用いた場合、財政の効率的使用（ＶＦＭ）の達成によるコスト削

減の可能性といった定量的な効果に加え、以下のような定性的な効果が期待できる。 

ア サービスの質の向上・維持 

本事業によって市民に提供されるサービスの質については、本市他施設と同様の水準を満たす

ことを前提として、事業者の創意工夫によるさらなる改善が期待できる。 

本市は、事業者による業務内容が、本市の要求水準を達成しかつ事業者提案に基づき適切に履

行されているかどうか、事業期間を通じてモニタリングを行う。要求水準の未達成が認められる

場合には、所定の手続きに従い、事業者へのサービス対価の支払いを減額する等の措置を講じる

ため、適切な業務の履行が強く動機付けられ、確実なサービス水準の維持が図られる。さらに、

民間事業者の創意工夫が引き出されることにより、食物アレルギーへの対応など新たな課題に対

する優れた提案や、事業者独自のサービスに関する提案なども期待できる。 

イ 民間事業者の経営能力・技術力等の活用効果 

本事業は、供給食数11,000食の学校給食センターを整備し、良質な給食を欠くことなく提供

するという事業であり、高いレベルでの安全上・衛生上の配慮を必要とする。ＰＦＩ方式を活用

した場合には、設計、建設、維持管理、運営までを一括して発注するため、設計段階において維

持管理、運営を見越した創意工夫が取り入れることが可能であり、民間事業者の経営能力、技術

力等活用することにより、より効率的で質の良いサービスの実現が期待できる。 

ウ 財政負担の平準化 

   ＰＦＩ方式を活用した場合、本市は、供用開始から事業期間終了時までの間（15 年間）に、

工事費及び大規模修繕費を含めた事業費を分割して支出することとなり、財政負担の平準化が図

られることになる。 

エ 民間へのリスク移転 

   ＰＦＩ方式を導入することで、従来は本市が負っていた様々な事業リスクを民間事業者と分担

することが可能となり、本市の一部負担の軽減が図られる。さらに、民間事業者の能力も活用し

た適切なリスク管理によって、安全性も含めたサービスの質を確保しながら、事業費全体を適切

に管理することができる。 

 

３． 総合的評価  

本事業は、ＰＦＩ方式で実施することにより、本市が自ら実施した場合と比較して、定量的評

価において約 7.9％程度の財政負担額の削減が達成されることが見込まれる。また、定量化でき

ない多くの定性的効果も期待できる。 

以上により、本事業を特定事業として実施することが適当であると認め、ここにＰＦＩ法第 6

条に基づく特定事業として選定する。 

 

 


